
登録用紙の
送付先

登録用紙の
送付先 十勝北西部通年雇用促進協議会十勝北西部通年雇用促進協議会

〒０８０－０１９８　河東郡音更町元町２番地　音更町役場商工観光課内

－　季節労働者専用ダイアル（通話料無料）　－

ＴＥＬ：０１５５－４２－５４１１

ＦＡＸ：０１５５－４２－５４１２

－　企業・一般の方　－

例：建設業

中学校・高校・高等技専・高専・専門学校・短大・大学・その他（　　　　　　　　　　　  ）

普通・準中型・中型・大型・大型特殊・けん引・二種（普通・中型・大型）・その他

介護職員初任者研修・土木施工管理技士（１・２級）・その他（　　　　　　　　　　　　　）

車両系建設機械（整地 ・ 解体）・玉掛け・小型移動式クレーン・フォークリフト・ガス溶接

不整地運搬車・高所作業車・ショベルローダー・作業主任者（　　　　　　　　　　　　　　）

締固め・アーク溶接・チェンソー・刈払・振動工具・研削といし・その他（　　　　　　　　）

■　毎週水曜日に、ハローワークや求人情報誌の求人情報（抜粋）を希望者に送付します

■　あなたが取得している免許・資格・技能や経験及び希望する業種や職種の情報を、
　求人募集中の事業所に提供します ※氏名、住所、連絡先などの個人情報は提供しません

※１　「人材バンク登録」により登録した免許・資格・技能や経験などを取りまとめた求職者情報
　　　を作成し、協議会の事業に基づいて事業所に提供します。
※２　事業所へ情報提供する際は、氏名・住所・電話番号などの個人情報は提供しません。
※３　登録された情報は、個人情報保護規程に基づき他の用途に利用せず適正に管理します。

□ 送付してほしい □ 送付しなくてよい

□ 同意する □ 同意しない

町 ・ 市

町 ・ 市

居住町内　　帯広市内　　十勝管内

北海道内　　北海道外　　その他

※アパート名・
部屋番号まで

記入して下さい

季節労働者人材バンク登録用紙季節労働者人材バンク登録用紙

※協議会記入欄

登録日

登録No.

被保険者
種類

生 年
月 日

年 齢 性別

電話番号

会社所在地

会社所在地

⇒

⇒

確認書類

新規登録者　・　再登録者

〒 —

短期特例　　一般　　その他

昭和

平成

自宅 - -

携帯 - -

年　　　月　　　日

歳 男　　女

免許証　住民票　雇用保険被保険者証　特例受給資格者証　失業認定申告書　離職票 １ と ２

フ リ ガ ナ

氏　　名

住　　所

最終学歴

運転免許

国家資格

技能講習等

働 い て い る 会 社 名

通年雇用で
働きたい
業種と職種

通年雇用で
勤務できる
会社住所

求 人 情 報

求　職　者
雇 用 情 報

個 人 情 報
取 扱 事 項

離 職 し た 会 社 名

令和　　　　年　　　　月　　　　日

例：重機オペレーター

業種

職種

0120ー980ー454



　季節労働者人材バンクとは、季節労働者の方々が有する免許・資格・技能や経験な

どの情報を登録し、登録した情報を企業へ提供するとともに、ハローワークと連携す

ることにより通年雇用化での就労を促進することを目的としています。

　十勝北西部通年雇用促進協議会が実施する、通年雇用促進支援事業の対象となる方

は、音更町・士幌町・上士幌町・鹿追町・新得町・清水町・芽室町・幕別町のいずれ

かにお住まいの、通年雇用化を希望する季節労働者とします。

　対象となる方は、次の①・②・③のいずれかに該当する季節労働者の方です。

①　雇用保険の短期雇用特例被保険者（季節労働者）として就労中の方。

②　離職者であって、直近の離職に係る雇用保険の被保険者種類が短期雇用特例被保

険者であった方（令和6年4月1日より前に離職した方は除きます）。

③　離職者であって、直近の離職に係る雇用保険の被保険者の種類が一般被保険者等

（高年齢被保険者を含む。）であったが、その離職に係る雇用保険の受給資格を有し

ない方であり、かつ、前々職に係る雇用保険の被保険者種類が短期雇用特例被保険

者であった方（前々職に係る離職が令和 6 年 4 月 1 日より前の方は除きます）。

　登録を希望する方は、必要事項を記入した「季節労働者人材バンク登録用紙」を

協議会に提出してください。ただし、通年雇用化などで登録が不要となったときは、

本人の申し出などにより登録を抹消することができます。

　ハローワークが有する求人募集などの情報を、季節労働者人材バンクに登録し希望

する方に、適宜送付します。

　季節労働者人材バンクに登録し、求職者情報の提供に同意した方の免許・資格・技能や

経験、職歴などを取りまとめた情報を、地域の事業者に提供しながら求人開拓を行います。

　季節労働者人材バンクに登録された個人情報は、当協議会の事業についてのみ使用

することとし、別に定める個人情報保護規程により適正に管理します。

目的目的

対象者対象者

登録方法登録方法

情報提供情報提供

情報管理情報管理

人材バンクの登録について人材バンクの登録について

季節労働者として雇用 離職中の方離職中の方

直近の離職令和6年4月1日令和6年4月1日

離職日が令和6年4月1日以降であること令和6年4月1日以降であること

季節労働者として雇用 離職中の方離職中の方

一 般 雇 用
保険で雇用
（１回だけ）

前々職
の離職

直近の
離　職

離職時に失業保険をもらわなかった失業保険をもらわなかった

令和6年4月1日令和6年4月1日

離職日が令和6年4月1日以降であること


